
 

 

 

第七中学校生活の規則と注意事項  

 

＜登下校に関すること＞ 

◇８時３０分（始業時刻）までに教室に入り、点呼を受けること。遅れた場合は「遅刻」となる。 

◇登下校は「西門」を使うこと。 

◇自転車登校は認めない。学区域外からの登校でも自転車を使用せず、公共の交通機関を利用

すること。ただし、部活動で必要なときには、顧問より自転車が許可されることがある。 

◇登校・下校中の飲食や寄り道は絶対にしないこと。特に部活終了後、道ばたで立ち話などし

ないで、すぐに帰宅すること。 

＜授業に関すること＞ 

◇チャイム着席を徹底すること。教室を移動する場合や体育の授業においても、始業チャイム

で授業がスタートできるようにすること。 

◇１０分の休み時間は休息の時間であるが、次の授業準備の時間でもある。着替えが必要な場

合はすみやかに済ませ、次の授業や活動に遅れないようにすること。 

◇規則・マナーを守り、しっかりとした態度で授業を受けること。授業妨害や授業拒否は絶対

にしないこと。 

＜服装・頭髪に関すること＞ 

◇制服 

 男子：＊ズボンの変形（太い、細い）は認めない。 

     ＊ズボンを下げてはかないこと。必ず黒革ベルトを着用すること。 

     ＊式や朝礼では、学生服のホックを止めること。それ以外の通常時は、ホックをはず

しても良いが第１ボタンは閉めること。はずれている場合、その場で直すこと。 

     ＊ワイシャツは、第２ボタンや袖のボタンをはずさないこと。また、ワイシャツの下

には必ず下着を着用すること。下着は白色の無地（ワンポイントで小さいマーク可）。 

 女子：＊スカートは、ひざが隠れる程度の長さを最も短いラインとする。上級生になり、 

背が伸びた場合は、定められた長さに寸法を直すこと。 

     ＊ワイシャツは第１ボタンをはずさないこと。 

◇バッジ 

 ＊男子は冬服の場合、襟の右に校章、左にクラス章を付けること。ワイシャツの胸には（半

袖・長袖共に）、アイロンプリントの校章を付けること。 

 ＊女子は冬服の場合、ジャケットの胸に校章・クラス章を付けること。黒の布地に上が校章、

下にクラス章とする。夏服の場合は、ブラウスの胸に（半袖・長袖共に）アイロンプリン

トの校章を付けること。 

◇靴(靴は上履き・外履き共にしっかり記名すること) 

 ＊登校用（体育の授業等含む）は、真白の運動靴(ひも)とする。白以外のラインが入ったも

のは認めていない。 

◇靴下 

 ＊白色でくるぶしが十分に隠れる長さとする。 

＊ロゴ（商標）はワンポイント程度で、ラインになっているものは認めていない。 

 ＊ハイソックス、ルーズソックス、くるぶしソックスは認めない。 

 ＊女子は冬場に防寒のためにタイツの着用は認める。色は黒の無地とする。 



 

 

 

◇髪型 

 ＊男子→眉、耳、襟にかかる長さになったら短く散髪すること。 

→ツーブロックやソフトモヒカン等、段差のある特殊な髪型は認めていない。髪を立

てたり、ワックスをつけたりすることも禁止。発見した場合は、その場で洗わせ、

指導する。 

 ＊女子→肩までの長さとし、それ以上の長さの場合は、きちんと束ねる。 

    →ポニーテールについては、高い位置や横で結ぶことは認めない。 

＊染髪（髪を染めること）、パーマ（ストレートパーマも含む）、ウエーブは厳禁。違反の

あった場合は、すぐに直すよう指導する。 

 ＊ヘアピン、ヘアゴム→黒、紺、茶を基準色とし、それ以外の色は認めていない。ただし、

   ヘアピンの素材色となる銀色は可とする。飾り気のあるものは認めない。 

 ＊整髪料、デオドラント製品は使用しないこと。整髪料が目立つ場合は落とすこと。学校に

持って来た場合は取り上げとなる。 

◇眉毛 

 ＊剃る、短くカットする、抜く、書くなど、手を加えることは禁止。 

◇化粧・ピアス（アクセサリー類） 

 ＊いかなる化粧も禁止（色付きや臭い付きのリップクリームも使用不可）。 

 ＊発見した場合は、その場で洗い落とし、指導する。 

 ＊ピアスやアクセサリー類（ミサンガ等）は全て禁止。発見した場合は取らせ、指導する。

ピアスやアクセサリー類を付けて登校することはできない。 

◇持ち物 

  ＊持ち物は、学校指定の鞄（七中バック）に入れてくること。ただし、荷物が入りきらない

場合は（部活用具や体操着など）、別のもの（特に指定なし）を使用してもよい。 

 ＊「生徒手帳」は常に携帯するか、鞄（七中バック）に入れておくこと。 

 ＊学校生活に関係のないものは持ってこないこと。携帯電話・スマートフォンを含む電気機

器類、プレーヤー類、マンガ、ゲーム・おもちゃ類、雑誌、菓子類、整髪料・化粧品など

の持ち込みは全て認めない。時計は、バス通学などで必要のある者は、担任に申し出て許

可を得ること。違反した場合は取り上げ、指導する。 

  返却が必要なものについては、本人には渡さず、保護者に直接返却する。 

◇セーター・コート 

＊セーターはスクールセーターか薄手のいずれもＶネックとし、色は黒・紺・グレーとする。 

＊コートはスクールコート・ピーコート・ダッフルコートとし、色は黒・紺・グレーとする。  

＜あいさつ・礼儀作法について＞ 

◇元気よくあいさつをすること。 

◇大きな声で返事をすること。 

◇言葉づかいはていねいにすること。特に目上の人に対する言葉づかいに気を付けること。 

◇職員室の出入りは、後の扉から入退室すること。ノックをして「失礼します」、「学年」「組

「氏名」と「用件」を言う。その際、話し中の場合割り込むなど失礼のないようにすること。

また、職員室に入室する際は、鞄を廊下に置いて入室すること。 

◇先生から頼まれている場合でも、カギ、教材など職員室から勝手に持っていかないこと。必

ず、まわりの先生に用件を伝えてから用事を済ませること。 


